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議  題 １ 追加議案等の提出について 

 

午後３時３８分 開会 

 

○委員長【相馬欣行議員】  本会議に引き続き、大変お疲れさまです。ただい

まから議会運営委員会を開会いたします。 

 ここで、議長から御挨拶をお願いいたします。 

○議長【舘大樹議員】  皆様、一般質問２日目、大変お疲れさまでございまし

た。残り２日間となっております。最後の最後までよろしくお願いいたしまして、

御挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、市長に御出席いただいておりますので、

御挨拶及び執行者側の説明をお願いいたします。 

○市長【髙山松太郎】  大変お疲れのところ、申し訳ございません。議会１０

月臨時会に上程をいたし、議会閉会中に御審査をいただきました令和元年度一般

会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定５議案、本議会１２月定例会の当初に提

出いたしました９議案につきましては、１１月２７日、１２月７日の本会議にお

きまして御審議いただき、いずれも原案どおり認定または可決いただきました。

誠にありがとうございました。 

 それでは、１２月定例会に追加提出させていただきます議案等のうち、人事案

件１件につきまして、私から御説明させていただきます。 

○議案第６０号 副市長の選任について 

 議案書の１ページを御覧ください。宍戸副市長の任期が、令和２年１２月３１

日をもって満了することに伴い、引き続き副市長として選任いたしたいので、地

方自治法第１６２条の規定により提案するものでございます。 

 宍戸副市長は、平成２５年１月１日以降、８年にわたり私を補佐し、市政の発

展に寄与していただきました。今後も市政を取り巻く様々な環境の変化に適時、

適切に対応するため、私を補佐し、本市のさらなる発展のため、本市が抱える重

要課題に積極的に取り組んでいただけるものと確信いたしておりますので、再任

につきまして御理解を賜りたいと存じます。 

 なお、宍戸副市長の略歴につきましては、議案書の２ページに参考資料として

記載してございますので、御確認いただきたいと存じます。 

 以上で、本議会１２月定例会に追加提出いたします人事案件につきましての説

明を終了させていただきます。御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま市長から説明がありました内容について、

質疑等があればお伺いいたします。（「ありません」の声あり） 

 ここで、市長は所用がありますので、退席いたします。 
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          〔市長（髙山松太郎）退席〕 

 

○委員長【相馬欣行議員】  続きまして、総務部長から説明をお願いします。 

○総務部長【吉川武士】  それでは、引き続き私から、１２月１７日に追加提

出させていただきます補正予算議案１件及び１２月２１日に追加提出させていた

だきます報告案件２件につきまして、御説明させていただきます。 

 初めに、補正予算１議案につきまして御説明申し上げます。 

○議案第５９号 令和２年度伊勢原市一般会計補正予算（第１０号） 

 補正予算及び予算説明書３ページをお開きください。この補正予算は、国庫補

助を活用し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、とりわけ困難な状況

にあるひとり親世帯へ臨時特別給付金を再支給するものでございます。第１条歳

入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に６４２万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を４６３億１４６２万２０００円とするものでございます。 

 それでは、歳出予算の補正内容から御説明いたしますので、１８ページ、１９

ページをお開きください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 ３款民生費です。低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金給付事業費追加 

６４２万円は、児童扶養手当受給世帯等について、新型コロナウイルス感染症の

影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、第１子は 

５万円、第２子以降１人につき３万円を再度支給するものでございます。 

 続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、１６ページ、

１７ページにお戻りください。 

 １５款国庫支出金です。母子家庭等対策総合支援事業費補助金事業費分追加 

６４２万円は、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金給付事業費追加の財源

でございます。 

 続きまして、報告案件２件につきまして、御説明申し上げます。 

○報告第１９号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 議案書３ページを御覧ください。令和２年９月２３日に発生いたしました物損

事故の損害賠償の額の決定及び和解について、市長の専決事項の指定についてに

基づき専決処分をいたしましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定により

報告するものでございます。 

 事故の概要は、４ページを御覧ください。経済環境部職員が、ごみ収集車で道

路を左折した際、車両右側後部が相手方敷地内のブロック塀に接触し、損傷を与

えたものでございます。本市と相手方の過失割合は、市側１００％であり、相手

方物件修理費に係る本市賠償額は２０万４９３０円となります。なお、本市賠償

額につきましては、任意保険により補塡されます。 

○報告第２０号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 次に、５ページを御覧ください。令和２年１１月３０日に発生いたしました物

損事故の損害賠償の額の決定及び和解について、専決処分をいたしましたので、
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報告するものでございます。 

 事故の概要は、６ページを御覧ください。子ども部職員が、相手方宅の敷地内

に公用車を駐車した際、車両後部が相手方家屋外壁の水切りに接触し、損傷を与

えたものでございます。本市と相手方の過失割合は、市側１００％であり、相手

方物件修理費に係る本市賠償額は７７００円となります。なお、本市賠償額につ

きましては、任意保険により補塡されます。 

 以上で、伊勢原市議会１２月定例会に追加提出いたします議案等についての説

明を終了させていただきます。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容につ

いて、質疑等があればお伺いいたします。（「ありません」の声あり） 

 以上で、執行者側の説明を終了いたします。 

 次に、議会側処理事項についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。

局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  それでは、お配りしてございます議会運営委員

会・議会側処理事項（１２月１６日）を御覧ください。 

１ 委員会の審査状況について 

 配付いたしました資料のとおりでございまして、２１日の本会議において、委

員長報告の後、質疑、討論、採決を行うものでございます。 

２ 請願・陳情の受理状況について 

 陳情が１件提出されております。内容は、配付いたしました資料のとおりでご

ざいます。 

３ 議員提出議案の提出について 

 意見書１件が提出されてございます。 

   ・議員提出議案第３号・安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと 

              健康を守るための意見書について 

   本件につきましては、陳情第１０号に基づく意見書でございます。 

   提出者 教育福祉常任委員会委員長 

   提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣 

 なお、意見書につきましては、本会議において陳情が採択された場合に、追加

議案として提出するものでございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  議会側処理事項については、以上でございます。

なお、提出された意見書の内容に賛成いただける方は、委員会終了後に議案への

署名をお願いいたします。 

 次に、議案等の委員会付託についてを議題とし、事務局から内容を説明いたし

ます。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  正副委員長と協議の上、議案等の付託表の案を

２枚作成し、お配りしてございます。 

 初めに、１２月２１日分を御覧ください。先ほど執行者側から説明がありまし



4 

た市長提出議案第５９号及び議案第６０号につきまして、委員会付託を省略、陳

情第１４号につきまして、産業建設常任委員会に付託の上、議会閉会中の継続審

査とするものでございます。もう１枚は、追加議案となる議員提出議案第３号に

つきまして、委員会付託を省略するものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、お諮りいたします。議案等の委員会付

託につきましては、配付した付託表のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。 

 次に、議案の審議日程についてを議題といたします。議案第５９号につきまし

ては、１２月１７日の本会議、一般質問終了後に提案説明、２１日の本会議、最

終日に質疑、討論、採決を行うことで御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御異議ありませんので、ただいまのとおり決定い

たします。 

 本日予定した案件は以上です。これをもちまして、本日の議会運営委員会を閉

会いたします。お疲れさまでした。 

 

午後３時５０分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  令和２年１２月１６日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 相 馬 欣 行 


